
スピンオフ時における新規上場日の見直しに係る「有価証券上場規程」等の 

一部改正について 

 

2025年７月７日 

株式会社名古屋証券取引所 

 

Ⅰ．改正趣旨 

当取引所は、「有価証券上場規程」等の一部改正を行い、本年９月16日から施行します。 

今回の改正は、投資者保護を図り、上場会社がスピンオフを活用しやすい環境を整備する観点

から、スピンオフ元の会社（以下「スピンオフ元会社」といいます。）の株式の権利落ち日から

スピンオフにより独立した会社（以下「スピンオフ対象会社」といいます。）の株式を上場可能

1とするため、所要の見直しを行うものです。 

 

Ⅱ．改正概要 

スピンオフ時における新規上場日の見直し 

 スピンオフ対象会社の株式について、スピンオフ元会社の株

式の権利落ち日から上場可能とします。 

 

（備   考） 

 

・有価証券上場規程第22

6条及び有価証券施行

規則第213条第１項第

９号 

 

 

Ⅲ．施 行 日 

・2025年９月16日に施行し、施行日以後に新規上場を行うことが見込まれる会社から適用しま

す。 

 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

1 ただし、スピンオフ対象会社の株式について、スピンオフの効力発生日より前の日を決済日とす

る当日取引及びＮ－ＮＥＴ取引を行うことはできません。 


